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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年８月２５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年５月１３日 ２３時１０分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市平戸島鍔
つば

埼南南東方の岩場  

平戸島所在の田
た

助
すけ

港外防波堤灯台から真方位３３７°１,６００ｍ付近  

（概位 北緯３３°２４.２′ 東経１２９°３３.４′） 

事故調査の経過  平成２２年５月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八十八大吉
だいきち

丸、２８６トン 

 ＮＳ１－１０３６（漁船登録番号）、まる川漁業株式会社 

 ５７.１３ｍ×８.２０ｍ×４.３０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,１０３kＷ、昭和６３年９月２６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

五級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 平成２年１０月１１日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成１７年１０月５日 

  免状有効期間満了日  平成２２年１０月１０日 

 死傷者等 なし        

 損傷 球状船首及び前部船底外板に破口及び亀裂、シューピースに曲損 

 事故の経過 

 

本船は、大中まき網船団の運搬船であり、船長ほか８人が乗り組み、平

成２２年５月１３日２０時４０分ごろ佐賀県唐津市唐津港を出港して東シ

ナ海の操業海域に向かい、船長が、出港操船から引き続いて単独で船橋当

直に就き、２１時４５分ごろ、唐津市波戸岬沖においてレーダーで平戸島

北端の鍔埼を確認し、針路を鍔埼付近に向く約２３５°（真方位）に定

め、約１２ノットの対地速力で自動操舵により航行した。 

船長は、船橋左舷側に設置された背もたれと肘掛けの付いた椅子に腰を

掛けて見張りを行い、鍔埼の東北東方約２海里（Ｍ）で右転して平戸島北

方の白
しら

岳
たけ

瀬戸に向けるつもりで西進中、２２時３０分ごろ、変針予定場所

まで約６Ｍとなったところで、周囲に他船の灯火が見当たらなくなり、６

Ｍレンジとしたレーダーでも他船の映像が認められなかったことから、緊

張感が薄れて眠気を感じるようになり、その後、居眠りに陥った。 

本船は、変針予定場所を通過し、２３時１０分ごろ鍔埼南南東方の岩場

に乗り揚げた。 

船長は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、機関を後進にかけたが離礁するこ

とができず、海上保安庁等に事故の発生と船首部の燃料タンクから油の流

出があることを通報した。 
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本船は、来援したサルベージ船により引き下ろされ、最寄りの造船所ま

で自力航行した。 

流出油は、流出油防除作業船、地元漁業者、海上保安部の巡視船等によ

る防除作業により処理された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３ 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 本船は、平成２２年５月８日１２時００分ごろ唐津港を出港し、東シナ

海で操業したのち、１１日０８時００分ごろ漁場を発進し、約３７時間か

けて１３日０２時５０分ごろ唐津港に入港した。 

船長は、船長を含む４人による単独３時間交代の船橋当直とし、日頃は

１日約８時間の睡眠をとっていたところ、１２日は、２０時～２３時の船

橋当直を行って約２時間の仮眠をとり、１３日０１時３０分ごろから入港

操船に当たり、夕方まで水揚げ作業を行って出港前に約２時間の仮眠をと

っただけで２０時４０分ごろに出港しており、睡眠不足の状態であった。 

船長は、１か月に５回程度水揚げのために唐津港に入港しており、満月

の前後５日間が休漁日となっていた。 

本船には、居眠り防止装置は設置されていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、平戸島鍔埼東方沖を自動操舵で西南西

進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥った

ことから、変針予定場所を通過して同島鍔埼南南

東方の岩場に向けて航行し、同岩場に乗り揚げた

ものと考えられる。 

船長は、船橋当直と水揚げ作業の間に断続的に

短時間の睡眠をとっていただけであり、睡眠不足

の状態であったものと考えられる。 

船長は、周囲に他船がいなくなって緊張感が薄

れ、椅子に腰を掛けた姿勢で当直を続けるうちに

居眠りに陥ったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、平戸島鍔埼東方沖を自動操舵で西南西進中、

単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して

同島鍔埼南南東方の岩場に向けて航行し、同岩場に乗り揚げたことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・船橋当直中に眠気を感じた場合は、椅子から離れ、身体を動かすなど

して眠気を払うこと。 

・眠気を払うことができないときは、他の当直者と交代すること。 

・本船には、居眠り防止装置が設置されていなかったが、同装置を設置

していれば、船橋当直者が居眠りに陥った際、警報ブザーによって目を

覚まし、本事故を防止することができた可能性があると考えられるの

で、同装置を設置することが望ましい。 

 




